新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(抜粋)
	知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(抜粋)

	本則
	本則

	
	

	(個人情報削除決定通知書等)

第16条　略
	(個人情報削除決定通知書等)

第16条　略

	2　条例第32条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により行うものとする。
	2　条例第32条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により行うものとする。

	(1)　条例第8条又は番号法第20条若しくは第29条の規定に違反する事実が認められたとき　別記第23号様式による個人情報削除決定通知書
	(1)　条例第8条又は番号法第20条若しくは第28条の規定に違反する事実が認められたとき　別記第23号様式による個人情報削除決定通知書

	(2)・(3)　略
	(2)・(3)　略

	(4)　条例第8条、第9条、第10条第1項及び第11条並びに番号法第19条、第20条及び第29条の規定に違反する事実が認められなかったとき　別記第26号様式による個人情報取扱非是正決定通知書
	(4)　条例第8条、第9条、第10条第1項及び第11条並びに番号法第19条、第20条及び第28条の規定に違反する事実が認められなかったとき　別記第26号様式による個人情報取扱非是正決定通知書

	(5)　略
	(5)　略

	
	


